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障害福祉サービス等事業所に係る新規指定の制限実施について 

 現在、令和４年１２月２８日付４福監第２７７０号により、「就労継続支援Ｂ型」「放課後等デイサービス」「児童発達支

援」について新規指定の制限を実施しております。 

 令和６年度につきましては、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律（平成１７年法律第１

２３号。以下「障害者総合支援法」といいます。）に定める障害福祉サービス及び児童福祉法（昭和２２年法律第１６４

号）に定める障害児通所支援（以下「障害福祉サービス等」といいます。）について、下記及び別紙のとおり新規指定

の制限を実施します。 

記 

１ 目的 

 障害福祉サービス等の適正な量を確保し、質の高いサービスを利用者に提供するため。 

 

２ 制限を実施する障害福祉サービス等の種別 

（１）就労継続支援Ｂ型 

（２）児童発達支援 

なお、制限を解除する場合は、その旨を市のホームページ等にてお知らせします。 

 

３ 制限を解除する障害福祉サービス等の種別 

（１）放課後等デイサービス 

 

４ 実施開始日 

 「就労継続支援Ｂ型」、「児童発達支援」について、引き続き制限を継続します。 

「放課後等デイサービス」については、令和６年４月１日より総量規制を解除します。 

 

５ 例外的な取り扱い 

 次に示す場合に限り、例外的に新規指定の制限を適用しません。 

 ・行動障害がある障害児者や医療的ケアを要する障害児者（重症心身障害児者を含む）を支援の対象とするサービ

スを提供しようとする場合 

 

  

６ 根拠法令【裏面参照】 

 （１）障害者総合支援法第３６条第５項 

 （２）児童福祉法第２１条の５の１５第５項 

 

 

 

 

事務担当： 障がい福祉課障がい庶務係  電話：５２５－３７４８（直通）  

       福祉監査課障がい指定担当  電話：５９７－６４６８（直通） 



【根拠法令等】 

■障害者総合支援法 

（指定障害福祉サービス事業者の指定） 

第３６条 第２９条第一項の指定障害福祉サービス事業者の指定は、主務省令で定めるところにより、障害福祉サービス事

業を行う者の申請により、障害福祉サービスの種類及び障害福祉サービス事業を行う事業所（以下この款において「サー

ビス事業所」という。）ごとに行う。 

２ 就労継続支援その他の主務省令で定める障害福祉サービス（以下この条及び次条第一項において「特定障害福祉サー

ビス」という。）に係る第２９条第一項の指定障害福祉サービス事業者の指定は、当該特定障害福祉サービスの量を定めて

するものとする。 

（中略） 

５ 都道府県知事は、特定障害福祉サービスにつき第一項の申請があった場合において、当該都道府県又は当該申請に係

るサービス事業所の所在地を含む区域（第８９条第二項第二号の規定により都道府県が定める区域をいう。）における当

該申請に係る種類ごとの指定障害福祉サービスの量が、同条第一項の規定により当該都道府県が定める都道府県障害福

祉計画において定める当該都道府県若しくは当該区域の当該指定障害福祉サービスの必要な量に既に達しているか、又

は当該申請に係る事業者の指定によってこれを超えることになると認めるとき、その他の当該都道府県障害福祉計画の

達成に支障を生ずるおそれがあると認めるときは、第２９条第一項の指定をしないことができる。 

 

■障害者総合支援法施行規則 

（法第３６条第二項に規定する主務省令で定める障害福祉サービス） 

第３４条の２０ 法第３６条第二項に規定する主務省令定める障害福祉サービス（第３４条の２２において「特定障害福祉サ

ービス」という。）は、生活介護、就労継続支援Ａ型及び就労継続支援Ｂ型とする。 

 

■児童福祉法 

（指定障害児通所支援事業者の指定） 

第２１条の５の１５ 第２１条の５の３第１項の指定は、内閣府令で定めるところにより、障害児通所支援事業を行う者の申

請により、障害児通所支援の種類及び障害児通所支援事業を行う事業所（以下「障害児通所支援事業所」という。）ごとに行

う。 

② 放課後等デイサービスその他の内閣府令で定める障害児通所支援（以下この項及び第５項並びに第２１条の５の２０第

１項において「特定障害児通所支援」という。）に係る第２１条の５の３第１項の指定は、当該特定障害児通所支援の量を定

めてするものとする。 

（中略） 

⑤ 都道府県知事は、特定障害児通所支援につき第一項の申請があった場合において、当該都道府県又は当該申請に係

る障害児通所支援事業所の所在地を含む区域（第３３条の２２第２項第２号の規定により都道府県が定める区域をいう。）

における当該申請に係る種類ごとの指定通所支援の量が、同条第一項の規定により当該都道府県が定める都道府県障害

児福祉計画において定める当該都道府県若しくは当該区域の当該指定通所支援の必要な量に既に達しているか、又は当

該申請に係る事業者の指定によってこれを超えることになると認めるとき、その他の当該都道府県障害児福祉計画の達

成に支障を生ずるおそれがあると認めるときは、第２１条の５の３第１項の指定をしないことができる。 

 

■児童福祉法施行規則 

（特定障害児通所支援） 

第１８条の３０の２ 法第２１条の５の１５第２項に規定する内閣府令で定める障害児通所支援は、児童発達支援及び放課後

等デイサービスとする。 

 

 

 


